
 

 

Ⅲ 生計分析調査の概要 
１ 調査の概要 
生計分析調査は、都内の世帯（農林漁家及び単身者等の世帯を除く。）を対象として生

計収支の調査を行い、収入階層、生計支出階層、世帯形態、世帯人員別及びその他世帯

の特性による集計結果を通して、都民のくらしむきの実態を明らかにし、都行政におけ

る福祉、労働、消費者対策、その他社会、経済上の各種施策を立案､実施するための基礎

資料を提供することを目的に、昭和４７年７月から実施している。 
この調査は､都が行う重要な統計調査として、東京都統計調査条例（昭和３２年東京都

条例第 15号）及び東京都統計調査条例に基づく都指定統計調査の指定等に関する規則（平

成３年東京都規則第２５号）の規定に基づき、都指定統計（指定統計調査第２号）に指

定されている。 
 

２ 調査の沿革 
昭和２１年４月、２８都市について「緊急都市家計調査」が物価庁により実施された

が、その内容は、勤労者について行われる「都市家計調査」のほか「農家家計調査」及

び「農家生計費調査」の３種に分かれ、そのうち「都市家計調査」は労働省に移管され

たが、昭和２３年３月、この調査は､各都市の実情に即して実施することが適当であると

の要望に応えて、国の事業としては中止された。以後、各都府県市においては、それぞ

れ独自の家計調査を実施していた。 
 都はこれを受け継ぎ、昭和２３年４月「東京都家計調査」として発足し、世帯主年齢

30～45 歳、世帯人員 3～6 人の勤労者世帯 200 を調査し毎月公表してきた。昭和２７年

４月より、調査対象を 400 に倍化し（区部）、また、標準農家世帯 100（郡部）をも調査

したが、昭和２８年４月に、調査対象の適格要件を、世帯主年齢 28～40 歳、世帯人員 4
人、5 人へと変更し「東京都標準世帯家計調査」と改称した。その後、耐久消費財調査の

併行（昭和２８年１０月）、農家調査の廃止（昭和３０年４月）などを経て昭和３９年１

月に至り、世帯細分化の傾向に応じ（昭和３５年国勢調査）、調査対象の要件を変更して、

世帯主年齢 31～45 歳（子供１人、２人の場合の妻の平均年齢に結婚差年齢を加えて夫の

年齢を算出）、世帯人員 3～5 人とし「東京都生計調査」と改称した（区部 430、市町村

部 70）。 
昭和３９年１２月より、勤労者世帯の生活実態を総合的にとらえる「特別調査」（年１

回）を併行して実施した。 
しかし、昭和４６年１０月に決定された東京都生計関連指標作成方針に基づき、これ

までの調査は昭和４７年３月で打ち切り、同年７月から「東京都生計分析調査」と改称

し、468 世帯を調査し、これに総務省の家計調査分 528 世帯を加えて、996 世帯（区部

636、市部 348、町村部 12）を集計分析することになった。その後､昭和５３年、家計調

査の区部で 12 世帯削減され、家計調査の 516 世帯を含め 984 世帯（区部 612、市部 372）
に変わった。 
平成１５年から、生計分析調査の区部で 192 世帯削減され、家計調査の 516 世帯を含

め 792 世帯（区部 408、市部 384）に変わった。 
 



 

 

      生計分析調査年表 

昭和４７年７月  調査対象世帯数 996（区部 636、区部調整係数 2.00）、収支分類最小

項目 278、用途分類 104 項目で発足 
昭和５３年１月  調査対象世帯数 984（区部 624、区部調整係数 2.00） 
昭和５４年１月  収支分類最小項目 525、用途分類 106 項目に拡大 
昭和５６年１月  国の家計調査の収支項目分類の大改正に伴い、従来の生計支出５大

費目を 10 大費目とするなど、収支分類最小項目 560、用途分類 176
項目に拡大。調査対象世帯数 984（区部 624、区部調整係数 1.67） 

昭和５８年１月  調査対象世帯数 984（区部 624、区部調整係数 1.5） 
昭和６０年１月  収支分類最小項目 557 項目に整理統合 
昭和６２年１月  収支分類最小項目 534 項目に整理統合 
平成２年 １月  収支分類最小項目 540 項目に拡大 
平成４年 ４月  収支分類最小項目 539 項目に整理統合 
平成５年 １月  調査対象世帯数 984（区部 612、区部調整係数 1.40） 

平成７年 １月  収支分類最小項目 552 項目に拡大 
平成１０年１月  調査対象世帯数 984（区部 600、区部調整係数 1.37） 
平成１２年１月  収支分類最小項目 554 項目に拡大 
平成１４年１月  収支分類最小項目 556 項目に拡大 
平成１５年１月  調査対象世帯数 792（区部 408、区部調整係数 1.91） 
 
３ 調査の対象 

 生計分析調査の調査対象世帯は、都内の世帯である。ただし、次に挙げる世帯は調査

対象から除外している。 

(1)  ・耕地 10 アール以上を耕作して農業を営む世帯 

・耕地 10 アール未満の世帯及び耕地を耕作しない世帯のうち、農業粗収益が前記

規模から得られるものと同等以上の世帯 

(2) 林業を営む世帯 

(3) ・漁船を使用して海面又は内水面において漁業を営む世帯 

   ・漁船を使用しなくても、定置網漁業、内水面養殖業又は海面養殖業を営む世帯 

(4) 単身者世帯 

(5) 外国人世帯 

(6) 料理飲食店､旅館又は下宿屋（寄宿舎を含む）を営む併用住宅の世帯 

(7) 賄い付き同居人のいる世帯（素人下宿） 

(8) 住み込みの営業上の使用人が４人以上いる世帯 

(9)  世帯主が長期間不在の世帯 

 



 

 

 

４ 調査世帯の選定 

標本調査の資料としては、平成１２年国勢調査の結果を用い、農林漁家世帯及び単身

者世帯を除く約３１７万世帯を対象として標本設計を行った。 

(1) 標本の抽出には、層化３段抽出法を用いた。第１次抽出単位として区市町村、第２

次抽出単位として調査単位区（隣接する国勢調査調査区二つで１調査単位区を構成）、

第３次抽出単位として世帯を抽出する。 

第１次抽出単位である区市町村を選定する際、人口規模、人口増加率、人口集中地

区人口比率、非農林漁家比率等を考慮して選定した。 

(2) 調査単位区は、平成１２年国勢調査調査区のうち、特別調査区(森林､公園、学校、

大きな病院等）、水面調査区を除いた一般調査区全域を対象とする。 

調査単位区数は、区市町村の対象世帯数を考慮して決定する。 

  調査単位区の選定は、先ず､区市町村を当該区市町村に配分した調査単位区数の２分

の１に地域分割し、次に、分割した地域を原則として１８の国勢調査の一般調査区か

らなるブロックに分け、それらのブロックから１ブロックを任意抽出する。抽出した

ブロック内をさらに二つに区分し、それぞれの区分地域から調査単位区を選定する。

調査単位区は、そのブロック内で１年に１回交替する。ブロック内で交替が終わった

場合は､次のブロックに進み、調査単位区の交替を同様にして行う。 

(3) 調査世帯数は、総務省の家計調査の調査世帯数５１６世帯をふくめて、７９２世帯

とし、１調査単位区当たり６世帯調査する。調査世帯は６か月間調査し、７か月目に

他の世帯と交替するが、その交替は、結果利用と実査面を考慮して、１単位区､６世帯

を単位として行い、全体としては、毎月約６分の１の調査単位区で交替する。 

 

地域別調査世帯数及び抽出率 

地  域 調査世帯数 家計調査 生計分析調査 抽出率 集計調整係数

区　　  部 408 408 - 1/5200 1.905

市町村部 384 108 276 1/2730 1.000

計 792 516 276 - -  

 調査世帯の選定は､調査員が作成する調査単位区内に居住するすべての世帯を記載し

た単位区世帯名簿から対象外世帯を除外して、勤労者世帯と勤労者以外の世帯別に乱数

表を用いて行う。勤労者世帯と勤労者以外の世帯別の割当世帯数は、名簿上の比率にし

たがう。 

 

５ 調査方法 

調査方法は、世帯票、家計簿及び年間収入調査票の３種を用いて行う。 



(1)  まず、調査を引き受けた世帯について、世帯員及び住居に関する事項を世帯票(第 3

号様式)により、調査員が質問調査する。 

(2) その後､６か月間、勤労者世帯及び勤労者以外の世帯のうち無職世帯については、家

計上の収入及び支出を、勤労者以外の世帯（無職世帯を除く。）については、家計上の

支出のみを、調査世帯が自ら家計簿(第 1 号様式)に記入する。なお、家計簿は､１か月

を２期に分け、月２冊を調査世帯に配付し、半月ごとに調査員が収集する。 

(3) 記入開始１か月目の２期に、過去１年間の税込みの収入を年間収入調査票(第 2 号様

式)によって自計調査する。 

 

６ 集計方法 

調査票は、調査員を通じて東京都へ提出される。生計分析調査分の世帯の家計簿等は､

提出前に調査員が内容審査を行った上、電算集計用の符号付けをして都に提出する。都

は、さらに、詳細な内容審査をした後、総務省統計局のデータと合算して集計する。 

 集計に当たっては、地域別に調査世帯の抽出率が異なるため､集計世帯数が母集団の大

きさの約 2700 分の 1 になるように定めた集計調整係数を区部調査世帯の収支項目ごとに

乗じて平均値を推計している。 

 

７ 標本誤差率 

平成１７年の標本誤差率は次のとおり推計される。 

 

世帯区分 集計区分 標本誤差率 

全 世 帯 消費支出 2.6％ 

勤労者世帯 実 収 入 5.5％ 

 消費支出 6.0％ 

 




